
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
受
領

答

弁

第

一

五

八

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
一
五
八
号

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
民
法
第
七
百
七
十
条
の
い
わ
ゆ
る
「
精
神
病
離
婚
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
民
法
第
七
百
七
十
条
の
い
わ
ゆ
る
「
精
神
病
離
婚
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て

法
制
審
議
会
は
法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
り
、
そ
の
答
申
は
尊
重
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
中
間
報

告
」
に
お
け
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
七
十
条
第
一
項
第
四
号
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、

同
号
の
規
定
の
存
在
に
よ
り
精
神
障
害
者
に
対
す
る
差
別
が
現
に
助
長
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
差
別
の
解
消
の
推
進
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

法
制
審
議
会
が
平
成
八
年
に
答
申
し
た
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
（
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
法
務
省
に
お
い
て
、
平
成
八
年
及
び
平
成
二
十
二
年
に
要
綱
を
踏
ま
え
て
法
案
を
準
備
し
た
が
、
各
方
面
か
ら
様

々
な
意
見
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
、
国
会
へ
の
提
出
は
見
送
ら
れ
た
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
こ
の
答
申
の
う
ち
、
す
で
に
法
改
正
が
済
ん
だ
も
の
と
、
未
だ
改
正
さ
れ
て
い
な
い
条
項
」
の
趣
旨
が
必
ず

一



し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
要
綱
に
掲
げ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
子
の
監
護
に
必
要
な
事
項
の
定
め
及
び
相
続
の
効
力
に
つ
い

て
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
り
改
正
が
さ
れ
、
再
婚
禁
止
期
間
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
よ
り
ほ
ぼ
同
内
容
の
改
正
が
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
事
項
は
改
正
さ
れ
て

い
な
い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
婚
姻
年
齢
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
し
て
い
る
民
法
の
成
年
年
齢
の
引
下
げ
と
の
関
連
性
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
と
同
時
に
法
改
正
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
精
神
病
離
婚
規
定
の
削
除
」
に
つ
い
て

は
、
成
年
年
齢
の
引
下
げ
と
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
と
同
時
に
法
改
正
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


